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�愛媛県告示第４３２号
愛媛県子どもの生活実態調査を次のとおり実施するので、愛媛県

統計調査条例（平成２０年愛媛県条例第６８号）第３条第２項の規定に

より告示する。

令和元年８月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 調査の目的

子どもの成育環境全般について、子ども及び保護者の生活環境、

健康・食習慣、家庭の経済状況、意識等を調査することにより、

子ども・子育て支援の取組の推進を図るための基礎資料とする。

２ 調査対象の範囲

� 子どもへの調査：小学２年生及び５年生、中学２年生並びに

高校２年生

� 保護者への調査：３歳児、小学２年生及び５年生、中学２年

生並びに高校２年生を養育中の保護者

３ 報告を求める事項

� 子どもへの調査：生活状況、健康・食習慣、学校生活、将来

希望等

� 保護者への調査：生活状況、健康・食習慣、就労状況、養育

意識等

４ 報告を求める事項の基準となる期日

調査票発送日から調査票回収日の間の任意の１日

５ 報告を求める者

子どもと保護者約４３，２００人

� 子どもへの調査：約１６，６００人

� 保護者への調査：約２６，６００人

６ 報告を求めるために用いる方法

市町及び学校を通じた調査依頼票配付による自計方式

７ 報告を求める期間

令和元年９月９日（月）から１０月９日（水）までの間

�愛媛県告示第４３３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

令和元年８月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 県統計調査の実施……………………………………………………………………………………………………………………………………（子育て支援課）…３２８

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等（９件）……………………………………………………………………………………………………（経営支援課）…３２８
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○ 土砂災害警戒区域の指定……………………………………………………………………………………………………………………………………（砂防課）…３３４

○ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…３３６

○ 土地改良区役員の就退任の届出（３件）………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）…３４６

○ 土地改良区の定款変更の認可……………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…３４７

○ 土地改良区役員の就退任の届出……………………………………………………………………………………………………（中予地方局農村整備第一課）…３４７

○ 開発行為に関する工事の完了（２件）…………………………………………………………………………………………………（中予地方局建築指導課）…３４８

○ 医師の指定…………………………………………………………………………………………………………………………………（福祉総合支援センター）…３４８

○ 指定医師の所在地の変更…………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…３４８

○ 指定医師の辞退の届出……………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…３４９

○ 指定障害児通所支援事業者の指定………………………………………………………………………………………………………（南予地方局地域福祉課）…３４９

○ 建設業者の許可の取消し………………………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）…３４９

公 告

○ ＩＣ免許証記載事項変更装置の借入れ…………………………………………………………………………………………………………（警察本部会計課）…３４９

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

毎週（火・金）曜日発行 第３１号 令和元年８月２０日

令和元年８月２０日火曜日 第３１号

愛 媛 県 報

３２８
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１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

サニーマート衣山店 松山市衣山一丁目１７
１番地 外

大規模小売店舗を設置する者
の住所

株式会社サニーマー
ト
高知県高知市知寄町
二丁目１番３７号

株式会社サニーマー
ト
高知県高知市山手町
８１番地

平成３０年
２月１５日

令和元年
７月３１日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の住所

株式会社サニーマー
ト
高知県高知市知寄町
二丁目１番３７号

株式会社サニーマー
ト
高知県高知市山手町
８１番地

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第４３４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに伊予市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

令和元年８月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ダイレックス伊予店 伊予市下吾川字南西
原１６０３番 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

ダイレックス株式会
社
代表取締役
貞方 宏司

ダイレックス株式会
社
代表取締役
多田 高志

令和元年
５月１日

令和元年
７月３０日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに伊予市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第４３５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに宇和島市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

令和元年８月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛 媛 県 報令和元年８月２０日 第３１号

３２９
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１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ダイレックス北宇和島店 宇和島市伊吹町字中
屋甲１３４３番１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

ダイレックス株式会
社
代表取締役
貞方 宏司

ダイレックス株式会
社
代表取締役
多田 高志

令和元年
５月１日

令和元年
８月５日

ダイレックス伊予津島店 宇和島市津島町高田
丙１２８番地

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

ダイレックス株式会
社
代表取締役
大蔦 秀昭

ダイレックス株式会
社
代表取締役
貞方 宏司

平成２６年
６月２４日

ダイレックス株式会
社
代表取締役
貞方 宏司

ダイレックス株式会
社
代表取締役
多田 高志

令和元年
５月１日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに宇和島市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第４３６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに鬼北町役場において告示の

日から４月間縦覧に供する。

令和元年８月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ダイレックス広見店 北宇和郡鬼北町大字
芝５８番地

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

ダイレックス株式会
社
代表取締役
大蔦 秀昭

ダイレックス株式会
社
代表取締役
貞方 宏司

平成２６年
６月２４日

令和元年
８月５日

ダイレックス株式会
社
代表取締役
貞方 宏司

ダイレックス株式会
社
代表取締役
多田 高志

令和元年
５月１日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに鬼北町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第４３７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

愛 媛 県 報令和元年８月２０日 第３１号

３３０
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準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに愛南町役場において告示の

日から４月間縦覧に供する。

令和元年８月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ダイレックス愛南店 南宇和郡愛南町御荘
平城３９９５番地１

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

ダイレックス株式会
社
代表取締役
大蔦 秀昭

ダイレックス株式会
社
代表取締役
貞方 宏司

平成２６年
６月２４日

令和元年
８月５日

ダイレックス株式会
社
代表取締役
貞方 宏司

ダイレックス株式会
社
代表取締役
多田 高志

令和元年
５月１日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに愛南町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第４３８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜支局商工観光室並びに大洲市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

令和元年８月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ダイレックス伊予大洲店 大洲市東大洲７７７番
１ 外７筆

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

ダイレックス株式会
社
代表取締役
大蔦 秀昭

ダイレックス株式会
社
代表取締役
貞方 宏司

平成２６年
６月２４日

令和元年
８月５日

ダイレックス株式会
社
代表取締役
貞方 宏司

ダイレックス株式会
社
代表取締役
多田 高志

令和元年
５月１日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

ダイレックス株式会
社
代表取締役
大蔦 秀昭

ダイレックス株式会
社
代表取締役
貞方 宏司

平成２６年
６月２４日

ダイレックス株式会
社
代表取締役
貞方 宏司

ダイレックス株式会
社
代表取締役
多田 高志

令和元年
５月１日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜

支局商工観光室並びに大洲市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

愛 媛 県 報令和元年８月２０日 第３１号
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イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第４３９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日

から４月間縦覧に供する。

令和元年８月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ゲオ今治鳥生店 今治市南鳥生町三丁
目７６８番地１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

株式会社ゲオ
代表取締役
沢田 喜代則

株式会社ゲオ
代表取締役
吉川 恭史

平成２５年
４月１日

令和元年
８月５日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の住所

株式会社ゲオ
愛知県春日井市如意
申町五丁目１１番３号

株式会社ゲオ
愛知県名古屋市中区
富士見町８番８号

平成２５年
７月１９日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支

局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第４４０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和元年８月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

サニーマート衣山店 松山市衣山一丁目１７
１番地 外

大規模小売店舗内の店舗面積
の合計 １，９００平方メートル ２，８９１平方メートル 令和２年

３月１日
令和元年
７月３１日

駐車場の位置及び収容台数 １０２台 ９台

駐輪場の位置及び収容台数 ５０台 ７台

荷さばき施設の位置及び面積 １３１平方メートル １７１平方メートル

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻及び閉
店時刻

午前９時から午後１２
時まで

午前１０時から午後８
時まで

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前８時４５分から午
前０時１５分まで

午前９時４５分から午
後８時１５分まで

愛 媛 県 報令和元年８月２０日 第３１号
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�愛媛県告示第４４２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

伊方町大�地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、同条第
５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写しを縦

覧に供する。

令和元年８月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・瀬戸第一地区）

計画書の写し

２ 縦覧期間

令和元年８月２１日から９月１８日まで

３ 縦覧場所

伊方町役場本庁及び瀬戸総合支所

駐車場の自動車の出入口の数
及び位置 ３箇所 ２箇所

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第４４１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産

業経済部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和元年８月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

ゲオ今治鳥生店 今治市南鳥生町三丁
目７６８番地１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻 午前１０時 午前９時 令和元年

８月６日
令和元年
８月５日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前９時４５分から午
前１時１５分まで

午前８時４５分から午
前１時１５分まで

荷さばき施設において荷さば
きを行うことができる時間帯

午前９時から午後５
時まで

午前８時から午後５
時まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支

局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報令和元年８月２０日 第３１号
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�愛媛県告示第４４４号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

令和元年８月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４４３号
次のとおり落札者を決定した。

令和元年８月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

土木設計積算システム用端末機の借
入れ
（パーソナルコンピュータ２２０台）

愛媛県土木部土木
管理局土木管理課
技術企画室
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和元年７月１９日
四国通建株式会社
愛媛県今治市南大門町
一丁目１番地の１５

６０６，１４４円
（月額） 一般競争入札 令和元年６月７日

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

小川－
２
２１１－
�－６７
�

松山市
小川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小川－
４
２１１－
�－６９
�

松山市
小川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中通
２１１－
�－７６
�

松山市
中通
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

粟井１
�
３６３－
�－８
�

松山市
中島粟
井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

浅海本
谷１号
２１１－
１２０７

松山市
浅海本
谷
（次の
図のと
おり）

土石流

坊田２
号谷
２１１－
１２３７－
２

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

土石流

中村１
号谷
２１１－
１２４２

松山市
立岩中
村
（次の
図のと
おり）

土石流

河原上
川
２１１－
１２４３

松山市
猿川
（次の
図のと
おり）

土石流

佐古２
号谷
２１１－
１２６３

松山市
佐古
（次の
図のと
おり）

土石流

浅海本
谷２号
２１１－
２１１０

松山市
浅海本
谷
（次の
図のと
おり）

土石流

味栗５
号谷
２１１－
２１１２

松山市
浅海原
（次の
図のと
おり）

土石流

石風呂
３号谷
２１１－
２１１４－
１

松山市
下難波
（次の
図のと
おり）

土石流

萩原２
号谷
２１１－
２１１５

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流

萩原１
号谷
２１１－
２１１６－
６

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流

萩原１
号谷
２１１－
２１１６－
８

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流

萩原１
号谷
２１１－
２１１６－
１２

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流

萩原１
号谷
２１１－
２１１６－
１３

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流

尾儀原
下川
２１１－
２１１８－
１

松山市
尾儀原
（次の
図のと
おり）

土石流

小山田
下谷
２１１－
２１２０

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

土石流

大遊寺
１号谷
２１１－
２１２２－
２

松山市
猿川
（次の
図のと
おり）

土石流

大遊寺
１号谷
２１１－
２１２２－
４

松山市
猿川
（次の
図のと
おり）

土石流

儀式４
号谷
２１１－
２１２４

松山市
儀式
（次の
図のと
おり）

土石流

愛 媛 県 報令和元年８月２０日 第３１号
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儀式３
号谷
２１１－
２１２５

松山市
儀式
（次の
図のと
おり）

土石流

儀式２
号谷
２１１－
２１２６

松山市
儀式
（次の
図のと
おり）

土石流

天神谷
川
２１１－
２１２７

松山市
庄府
（次の
図のと
おり）

土石流

米之野
１号谷
２１１－
２１３０

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

土石流

大遊寺
３号谷
２１１－
２１４１

松山市
猿川
（次の
図のと
おり）

土石流

院内３
号谷
２１１－
２１４５－
３

松山市
院内
（次の
図のと
おり）

土石流

院内４
号谷
２１１－
２１４９－
３

松山市
院内
（次の
図のと
おり）

土石流

客２号
谷
２１１－
２１５２

松山市
客
（次の
図のと
おり）

土石流

客１号
谷
２１１－
２１５３－
１

松山市
客
（次の
図のと
おり）

土石流

西谷３
号
２１１－
２１５４－
２

松山市
西谷
（次の
図のと
おり）

土石流

大浦４
号谷
２１１－
Ｊ０３８
－１

松山市
大浦
（次の
図のと
おり）

土石流

大浦４
号谷
２１１－
Ｊ０３８
－３

松山市
大浦
（次の
図のと
おり）

土石流

八反地
谷
２１１－
Ｊ０３９

松山市
八反地
（次の
図のと
おり）

土石流

下難波
３号谷
２１１－
Ｊ０４０
－３

松山市
下難波
（次の
図のと
おり）

土石流

奥谷川
３６３－
１３２２

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

土石流

山狩川
３６３－
１３２６－
１

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

土石流

山狩川
３６３－
１３２６－
２

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

土石流

ボウノ
ヲク川
３６３－
１３３１

松山市
長師
（次の
図のと
おり）

土石流

岡ノ川
３６３－
１３４１－
３

松山市
宇和間
（次の
図のと
おり）

土石流

岡ノ川
３６３－
１３４１－
４

松山市
宇和間
（次の
図のと
おり）

土石流

ミズシ
リ川
３６３－
１３４５

松山市
熊田
（次の
図のと
おり）

土石流

長畑川
３６３－
１３４６－
３

松山市
吉木
（次の
図のと
おり）

土石流

奥の山
川
３６３－
１３５１

松山市
饒
（次の
図のと
おり）

土石流

本 郷
川、黒
岩川
３６３－
１３５３－
１

松山市
畑里
（次の
図のと
おり）

土石流

古屋谷
３６３－
１３６０

松山市
二神
（次の
図のと
おり）

土石流

大�保
川
３６３－
１３７５－
２

松山市
元怒和
（次の
図のと
おり）

土石流

ミコノ
メ川
３６３－
２１９３

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

土石流

サコダ
川
３６３－
２１９４－
１

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

土石流

ハマ川
３６３－
２１９７

松山市
小浜
（次の
図のと
おり）

土石流

奥池川
３６３－
２１９８－
１

松山市
長師
（次の
図のと
おり）

土石流

トウノ
クボ川
３６３－
２２０３

松山市
神浦
（次の
図のと
おり）

土石流

カゲノ
ヲク川
３６３－
２２０５－
１

松山市
神浦
（次の
図のと
おり）

土石流
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（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

中予地方局建設部及び松山市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第４４５号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

令和元年８月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

新地２
号谷
３６３－
２２０６

松山市
神浦
（次の
図のと
おり）

土石流

畑里２
号谷
３６３－
２２１１－
１

松山市
畑里
（次の
図のと
おり）

土石流

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

大浦Ａ
２１１－
�－７２
６�

松山市
大浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大浦Ａ
２１１－
�－７２
６�

松山市
大浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

下難波
２１１－
�－７３
１�

松山市
下難波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下難波
２１１－
�－７３
１�

松山市
下難波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

庄Ａ
２１１－
�－７３
３�

松山市
庄
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

庄Ａ
２１１－
�－７３
３�

松山市
庄
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

庄Ｄ
２１１－
�－７３
６�

松山市
庄
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

庄Ｄ
２１１－
�－７３
６�

松山市
庄
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

萩原
２１１－
�－７３
７�

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

萩原
２１１－
�－７３
７�

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

坊田
２１１－
�－７４
０�

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

坊田
２１１－
�－７４
０�

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小山田
下
２１１－
�－７４
１�

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小山田
下
２１１－
�－７４
１�

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小山田
Ｂ
２１１－
�－７４
３�

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小山田
Ｂ
２１１－
�－７４
３�

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大遊寺
２１１－
�－７４
４�

松山市
猿川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大遊寺
２１１－
�－７４
４�

松山市
猿川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

片山
２１１－
�－７４
６�

松山市
儀式
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

片山
２１１－
�－７４
６�

松山市
儀式
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

尾儀原
Ｂ
２１１－
�－７５
０�

松山市
尾儀原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

尾儀原
Ｂ
２１１－
�－７５
０�

松山市
尾儀原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

横谷
２１１－
�－７５
２�

松山市
横谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

横谷
２１１－
�－７５
２�

松山市
横谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

開添
２１１－
�－７５
４�

松山市
客
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

開添
２１１－
�－７５
４�

松山市
客
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

安居島
２１１－
�－７５
５�

松山市
安居島
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

安居島
２１１－
�－７５
５�

松山市
安居島
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

味栗
２１１－
�－２５
８１�

松山市
浅海原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

味栗
２１１－
�－２５
８１�

松山市
浅海原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

儀式
２１１－
�－２５
８４�

松山市
儀式
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

儀式
２１１－
�－２５
８４�

松山市
儀式
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

治良左
右エ門
２１１－
�－２５
８５�

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

治良左
右エ門
２１１－
�－２５
８５�

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大西谷
２１１－
�－２５
８８�

松山市
大西谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大西谷
２１１－
�－２５
８８�

松山市
大西谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

高山
２１１－
�－２５
９０�

松山市
河野高
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

高山
２１１－
�－２５
９０�

松山市
河野高
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

浅海原
２１１－
�－１
�

松山市
浅海原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

浅海原
２１１－
�－１
�

松山市
浅海原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

萩原－
１
２１１－
�－２
�

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

萩原－
１
２１１－
�－２
�

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

萩原－
２
２１１－
�－３
�

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

萩原－
２
２１１－
�－３
�

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

萩原－
４
２１１－
�－５
�

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

萩原－
４
２１１－
�－５
�

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

萩原－
５
２１１－
�－６
�

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

萩原－
５
２１１－
�－６
�

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大浦－
１
２１１－
�－７
�

松山市
大浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大浦－
１
２１１－
�－７
�

松山市
大浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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大浦－
２
２１１－
�－８
�

松山市
大浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大浦－
２
２１１－
�－８
�

松山市
大浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

下難波
－１
２１１－
�－９
�

松山市
下難波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下難波
－１
２１１－
�－９
�

松山市
下難波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

下難波
－２
２１１－
�－１０
�

松山市
下難波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下難波
－２
２１１－
�－１０
�

松山市
下難波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

下難波
－３
２１１－
�－１１
�

松山市
下難波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下難波
－３
２１１－
�－１１
�

松山市
下難波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中通－
１
２１１－
�－１２
�

松山市
中通・
上難波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中通－
１
２１１－
�－１２
�

松山市
中通・
上難波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上難波
－１
２１１－
�－１３
�

松山市
上難波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上難波
－１
２１１－
�－１３
�

松山市
上難波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上難波
－２
２１１－
�－１４
�

松山市
上難波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上難波
－２
２１１－
�－１４
�

松山市
上難波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

才之原
�
２１１－
�－１５
�

松山市
才 之
原・尾
儀原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

才之原
�
２１１－
�－１５
�

松山市
才 之
原・尾
儀原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小山田
－１
２１１－
�－１６
�

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小山田
－１
２１１－
�－１６
�

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小山田
－２
２１１－
�－１７
�

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小山田
－２
２１１－
�－１７
�

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小山田
－３
２１１－
�－１８
�

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小山田
－３
２１１－
�－１８
�

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小山田
－４
２１１－
�－１９
�

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小山田
－４
２１１－
�－１９
�

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小山田
－５
２１１－
�－２０
�

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小山田
－５
２１１－
�－２０
�

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小山田
－６
２１１－
�－２１
�

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小山田
－６
２１１－
�－２１
�

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小山田
－７
２１１－
�－２２
�

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小山田
－７
２１１－
�－２２
�

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小山田
－８
２１１－
�－２３
�

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小山田
－８
２１１－
�－２３
�

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

庄府－
１
２１１－
�－２４
�

松山市
庄府
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

庄府－
１
２１１－
�－２４
�

松山市
庄府
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

庄府－
２
２１１－
�－２５
�

松山市
庄府
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

庄府－
２
２１１－
�－２５
�

松山市
庄府
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

米之原
－１
２１１－
�－２６
�

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

米之原
－１
２１１－
�－２６
�

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

米之原
－２
２１１－
�－２７
�

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

米之原
－２
２１１－
�－２７
�

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

米之原
－３
２１１－
�－２８
�

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

米之原
－３
２１１－
�－２８
�

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

米之原
－４
２１１－
�－２９
�

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

米之原
－４
２１１－
�－２９
�

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

米之原
－５
２１１－
�－３０
�

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

米之原
－５
２１１－
�－３０
�

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

米之原
－６
２１１－
�－３１
�

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

米之原
－６
２１１－
�－３１
�

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

米之原
－７
２１１－
�－３２
�

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

米之原
－７
２１１－
�－３２
�

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

米之原
－８
２１１－
�－３３
�

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

米之原
－８
２１１－
�－３３
�

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

儀式－
１
２１１－
�－３４
�

松山市
儀式
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

儀式－
１
２１１－
�－３４
�

松山市
儀式
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

儀式－
２
２１１－
�－３５
�

松山市
儀式
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

儀式－
２
２１１－
�－３５
�

松山市
儀式
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

儀式－
３
２１１－
�－３６
�

松山市
儀式
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

儀式－
３
２１１－
�－３６
�

松山市
儀式
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

儀式－
４
２１１－
�－３７
�

松山市
儀式
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

儀式－
４
２１１－
�－３７
�

松山市
儀式
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中村－
１
２１１－
�－３８
�

松山市
立岩中
村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中村－
１
２１１－
�－３８
�

松山市
立岩中
村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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中村－
２
２１１－
�－３９
�

松山市
儀式
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中村－
２
２１１－
�－３９
�

松山市
儀式
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大遊寺
－１
２１１－
�－４０
�

松山市
猿川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大遊寺
－１
２１１－
�－４０
�

松山市
猿川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

猿川－
１
２１１－
�－４１
�

松山市
猿川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

猿川－
１
２１１－
�－４１
�

松山市
猿川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

猿川－
２
２１１－
�－４２
�

松山市
猿川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

猿川－
２
２１１－
�－４２
�

松山市
猿川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

猿川原
－１
２１１－
�－４３
�

松山市
猿川原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

猿川原
－１
２１１－
�－４３
�

松山市
猿川原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

猿川原
－２
２１１－
�－４４
�

松山市
猿川原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

猿川原
－２
２１１－
�－４４
�

松山市
猿川原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

猪木－
１
２１１－
�－４５
�

松山市
猪木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

猪木－
１
２１１－
�－４５
�

松山市
猪木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

滝本－
１
２１１－
�－４７
�

松山市
滝本
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

滝本－
１
２１１－
�－４７
�

松山市
滝本
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

滝本－
２
２１１－
�－４８
�

松山市
滝本
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

滝本－
２
２１１－
�－４８
�

松山市
滝本
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

院内－
１
２１１－
�－４９
�

松山市
院内・
高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

院内－
１
２１１－
�－４９
�

松山市
院内・
高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

院内－
２
２１１－
�－５０
�

松山市
院内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

院内－
２
２１１－
�－５０
�

松山市
院内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

高田－
１
２１１－
�－５１
�

松山市
高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

高田－
１
２１１－
�－５１
�

松山市
高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

高田－
２
２１１－
�－５２
�

松山市
高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

高田－
２
２１１－
�－５２
�

松山市
高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

九川
２１１－
�－５３
�

松山市
九川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

九川
２１１－
�－５３
�

松山市
九川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

高山－
１
２１１－
�－５５
�

松山市
河野高
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

高山－
１
２１１－
�－５５
�

松山市
河野高
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

佐古－
１
２１１－
�－５６
�

松山市
佐古
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

佐古－
１
２１１－
�－５６
�

松山市
佐古
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

常竹－
１
２１１－
�－５７
�

松山市
常竹
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

常竹－
１
２１１－
�－５７
�

松山市
常竹
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小川谷
－２
２１１－
�－５９
�

松山市
小川谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小川谷
－２
２１１－
�－５９
�

松山市
小川谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

平林
２１１－
�－６０
�

松山市
平林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

平林
２１１－
�－６０
�

松山市
平林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

麓－１
２１１－
�－６１
�

松山市
麓・平
林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

麓－１
２１１－
�－６１
�

松山市
麓・平
林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

麓－２
２１１－
�－６２
�

松山市
麓
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

麓－２
２１１－
�－６２
�

松山市
麓
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

麓－３
２１１－
�－６３
�

松山市
麓
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

麓－３
２１１－
�－６３
�

松山市
麓
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

客
２１１－
�－６４
�

松山市
客
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

客
２１１－
�－６４
�

松山市
客
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

本谷
２１１－
�－６５
�

松山市
本谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

本谷
２１１－
�－６５
�

松山市
本谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小川－
１
２１１－
�－６６
�

松山市
小川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小川－
１
２１１－
�－６６
�

松山市
小川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小川－
３
２１１－
�－６８
�

松山市
小川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小川－
３
２１１－
�－６８
�

松山市
小川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

神田
２１１－
�－７０
�

松山市
正岡神
田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

神田
２１１－
�－７０
�

松山市
正岡神
田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大浦－
３
２１１－
�－７１
�

松山市
大浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大浦－
３
２１１－
�－７１
�

松山市
大浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

萩原－
６
２１１－
�－７２
�

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

萩原－
６
２１１－
�－７２
�

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

才之原
�
２１１－
�－７３
�

松山市
才之原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

才之原
�
２１１－
�－７３
�

松山市
才之原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

尾儀原
２１１－
�－７４
�

松山市
尾儀原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

尾儀原
２１１－
�－７４
�

松山市
尾儀原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

夏目
２１１－
�－７５
�

松山市
夏目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

夏目
２１１－
�－７５
�

松山市
夏目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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庄府
２１１－
�－７７
�

松山市
庄府
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

庄府
２１１－
�－７７
�

松山市
庄府
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

佐古Ａ
２１１－
�－７８
�

松山市
佐古
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

佐古Ａ
２１１－
�－７８
�

松山市
佐古
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

神田－
１
２１１－
�－７９
�

松山市
正岡神
田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

神田－
１
２１１－
�－７９
�

松山市
正岡神
田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

才之原
－Ｄ
２１１－
�－５
�

松山市
才之原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

才之原
－Ｄ
２１１－
�－５
�

松山市
才之原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

船附
３６３－
�－７７
１�

松山市
畑里
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

船附
３６３－
�－７７
１�

松山市
畑里
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

滝満
３６３－
�－７７
３�

松山市
中島粟
井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

滝満
３６３－
�－７７
３�

松山市
中島粟
井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

本郷
３６３－
�－７７
４�

松山市
饒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

本郷
３６３－
�－７７
４�

松山市
饒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

坂ノ奥
Ｂ
３６３－
�－７７
５�

松山市
饒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

坂ノ奥
Ｂ
３６３－
�－７７
５�

松山市
饒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

坂ノ奥
３６３－
�－７７
６�

松山市
饒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

坂ノ奥
３６３－
�－７７
６�

松山市
饒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

脇ノ平
３６３－
�－７７
７�

松山市
吉木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

脇ノ平
３６３－
�－７７
７�

松山市
吉木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

里山
３６３－
�－７７
８�

松山市
吉木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

里山
３６３－
�－７７
８�

松山市
吉木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

土井
３６３－
�－７８
０�

松山市
熊田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

土井
３６３－
�－７８
０�

松山市
熊田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

城山
３６３－
�－７８
３�

松山市
小浜・
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

城山
３６３－
�－７８
３�

松山市
小浜・
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

汐入
３６３－
�－７８
４�

松山市
小浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

汐入
３６３－
�－７８
４�

松山市
小浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

里
３６３－
�－７８
５�

松山市
神浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

里
３６３－
�－７８
５�

松山市
神浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

吉広田
３６３－
�－７８
８�

松山市
宮野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

吉広田
３６３－
�－７８
８�

松山市
宮野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

泊
３６３－
�－７９
１�

松山市
神浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

泊
３６３－
�－７９
１�

松山市
神浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

寺小路
（大神
の下）
３６３－
�－７９
２�

松山市
神浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

寺小路
（大神
の下）
３６３－
�－７９
２�

松山市
神浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

麗
３６３－
�－７９
４�

松山市
津和地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

麗
３６３－
�－７９
４�

松山市
津和地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

東
３６３－
�－７９
６�

松山市
津和地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

東
３６３－
�－７９
６�

松山市
津和地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大�保
３６３－
�－７９
７�

松山市
津和地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大�保
３６３－
�－７９
７�

松山市
津和地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

元怒和
３６３－
�－８０
０�

松山市
元怒和
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

元怒和
３６３－
�－８０
０�

松山市
元怒和
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上怒和
Ｂ�
３６３－
�－８０
３�

松山市
上怒和
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上怒和
Ｂ�
３６３－
�－８０
３�

松山市
上怒和
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上怒和
Ｂ�
３６３－
�－８０
４�

松山市
上怒和
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上怒和
Ｂ�
３６３－
�－８０
４�

松山市
上怒和
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

本浦
３６３－
�－８０
７�

松山市
二神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

本浦
３６３－
�－８０
７�

松山市
二神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

二神Ａ
３６３－
�－８０
８�

松山市
二神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

二神Ａ
３６３－
�－８０
８�

松山市
二神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

二神Ｂ
３６３－
�－８０
９�

松山市
二神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

二神Ｂ
３６３－
�－８０
９�

松山市
二神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

睦月
３６３－
�－８１
３�

松山市
睦月
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

睦月
３６３－
�－８１
３�

松山市
睦月
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

沢ノ口
３６３－
�－８１
４�

松山市
睦月
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

沢ノ口
３６３－
�－８１
４�

松山市
睦月
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

山狩
３６３－
�－２５
９８�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

山狩
３６３－
�－２５
９８�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

加治屋
３６３－
�－２５
９９�

松山市
熊田・
吉木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

加治屋
３６３－
�－２５
９９�

松山市
熊田・
吉木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大浦１
３６３－
�－１
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大浦１
３６３－
�－１
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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大浦１
３６３－
�－１
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大浦１
３６３－
�－１
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大浦２
３６３－
�－２
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大浦２
３６３－
�－２
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小浜１
�
３６３－
�－２
�

松山市
小浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小浜１
�
３６３－
�－２
�

松山市
小浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大浦３
３６３－
�－３
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大浦３
３６３－
�－３
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

長師
３６３－
�－３
�

松山市
長師
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

長師
３６３－
�－３
�

松山市
長師
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大浦４
３６３－
�－４
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大浦４
３６３－
�－４
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

長師２
�
３６３－
�－４
�

松山市
長師
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

長師２
�
３６３－
�－４
�

松山市
長師
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大浦５
３６３－
�－５
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大浦５
３６３－
�－５
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

宮野１
�
３６３－
�－５
�

松山市
宮野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宮野１
�
３６３－
�－５
�

松山市
宮野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大浦１３
３６３－
�－６
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大浦１３
３６３－
�－６
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大浦７
３６３－
�－７
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大浦７
３６３－
�－７
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

畑里１
�
３６３－
�－７
�

松山市
畑里
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

畑里１
�
３６３－
�－７
�

松山市
畑里
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大浦８
３６３－
�－８
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大浦８
３６３－
�－８
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大浦９
３６３－
�－９
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大浦９
３６３－
�－９
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大浦１０
３６３－
�－１０
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大浦１０
３６３－
�－１０
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大浦１１
３６３－
�－１１
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大浦１１
３６３－
�－１１
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大浦１２
３６３－
�－１２
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大浦１２
３６３－
�－１２
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大浦１４
３６３－
�－１３
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大浦１４
３６３－
�－１３
�

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小浜１
�
３６３－
�－１４
�

松山市
小浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小浜１
�
３６３－
�－１４
�

松山市
小浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

長師１
３６３－
�－１５
�

松山市
長師
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

長師１
３６３－
�－１５
�

松山市
長師
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

長師２
�
３６３－
�－１６
�

松山市
長師
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

長師２
�
３６３－
�－１６
�

松山市
長師
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

長師３
３６３－
�－１７
�

松山市
長師
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

長師３
３６３－
�－１７
�

松山市
長師
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

長師４
３６３－
�－１８
�

松山市
長師
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

長師４
３６３－
�－１８
�

松山市
長師
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

宮野１
�
３６３－
�－１９
�

松山市
宮野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宮野１
�
３６３－
�－１９
�

松山市
宮野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

宮野２
３６３－
�－２０
�

松山市
宮野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宮野２
３６３－
�－２０
�

松山市
宮野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

神浦１
３６３－
�－２１
�

松山市
神浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

神浦１
３６３－
�－２１
�

松山市
神浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

神浦２
３６３－
�－２２
�

松山市
神浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

神浦２
３６３－
�－２２
�

松山市
神浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

神浦３
３６３－
�－２３
�

松山市
神浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

神浦３
３６３－
�－２３
�

松山市
神浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

神浦４
３６３－
�－２４
�

松山市
神浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

神浦４
３６３－
�－２４
�

松山市
神浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

宇和間
１
３６３－
�－２５
�

松山市
宇和間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宇和間
１
３６３－
�－２５
�

松山市
宇和間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

宇和間
２
３６３－
�－２６
�

松山市
宇和間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宇和間
２
３６３－
�－２６
�

松山市
宇和間
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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熊田２
３６３－
�－２７
�

松山市
熊田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

熊田２
３６３－
�－２７
�

松山市
熊田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

熊田３
３６３－
�－２８
�

松山市
熊田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

熊田３
３６３－
�－２８
�

松山市
熊田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

熊田４
３６３－
�－２９
�

松山市
熊田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

熊田４
３６３－
�－２９
�

松山市
熊田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

吉木１
３６３－
�－３０
�

松山市
吉木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

吉木１
３６３－
�－３０
�

松山市
吉木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

饒５
３６３－
�－３１
�

松山市
饒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

饒５
３６３－
�－３１
�

松山市
饒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

饒１
３６３－
�－３２
�

松山市
饒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

饒１
３６３－
�－３２
�

松山市
饒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

饒２
３６３－
�－３４
�

松山市
饒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

饒２
３６３－
�－３４
�

松山市
饒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

饒３
３６３－
�－３５
�

松山市
饒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

饒３
３６３－
�－３５
�

松山市
饒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

饒４
３６３－
�－３６
�

松山市
饒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

饒４
３６３－
�－３６
�

松山市
饒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

畑里１
�
３６３－
�－３７
�

松山市
畑里
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

畑里１
�
３６３－
�－３７
�

松山市
畑里
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

粟井１
�
３６３－
�－３８
�

松山市
中島粟
井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

粟井１
�
３６３－
�－３８
�

松山市
中島粟
井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

粟井２
３６３－
�－３９
�

松山市
中島粟
井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

粟井２
３６３－
�－３９
�

松山市
中島粟
井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

粟井４
３６３－
�－４１
�

松山市
中島粟
井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

粟井４
３６３－
�－４１
�

松山市
中島粟
井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

粟井５
３６３－
�－４２
�

松山市
中島粟
井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

粟井５
３６３－
�－４２
�

松山市
中島粟
井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上怒和
１
３６３－
�－４３
�

松山市
上怒和
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上怒和
１
３６３－
�－４３
�

松山市
上怒和
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上怒和
２
３６３－
�－４４
�

松山市
上怒和
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上怒和
２
３６３－
�－４４
�

松山市
上怒和
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

元怒和
１
３６３－
�－４５
�

松山市
元怒和
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

元怒和
１
３６３－
�－４５
�

松山市
元怒和
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

元怒和
２
３６３－
�－４６
�

松山市
元怒和
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

元怒和
２
３６３－
�－４６
�

松山市
元怒和
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

元怒和
３
３６３－
�－４７
�

松山市
元怒和
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

元怒和
３
３６３－
�－４７
�

松山市
元怒和
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

二神１
３６３－
�－４８
�

松山市
二神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

二神１
３６３－
�－４８
�

松山市
二神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

二神２
３６３－
�－４９
�

松山市
二神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

二神２
３６３－
�－４９
�

松山市
二神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

二神３
３６３－
�－５０
�

松山市
二神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

二神３
３６３－
�－５０
�

松山市
二神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

睦月５
３６３－
�－５１
�

松山市
睦月
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

睦月５
３６３－
�－５１
�

松山市
睦月
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

睦月２
３６３－
�－５２
�

松山市
睦月
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

睦月２
３６３－
�－５２
�

松山市
睦月
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

野怱那
４
３６３－
�－５３
�

松山市
野怱那
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

野怱那
４
３６３－
�－５３
�

松山市
野怱那
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

野怱那
２
３６３－
�－５４
�

松山市
野怱那
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

野怱那
２
３６３－
�－５４
�

松山市
野怱那
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

野怱那
５
３６３－
�－５６
�

松山市
野怱那
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

野怱那
５
３６３－
�－５６
�

松山市
野怱那
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

野怱那
６
３６３－
�－５７
�

松山市
野怱那
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

野怱那
６
３６３－
�－５７
�

松山市
野怱那
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

粟井６
３６３－
�－５８
�

松山市
中島粟
井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

粟井６
３６３－
�－５８
�

松山市
中島粟
井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

饒６
３６３－
�－５９
�

松山市
饒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

饒６
３６３－
�－５９
�

松山市
饒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上怒和
３
３６３－
�－６０
�

松山市
上怒和
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上怒和
３
３６３－
�－６０
�

松山市
上怒和
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

睦月３
３６３－
�－６１
�

松山市
睦月
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

睦月３
３６３－
�－６１
�

松山市
睦月
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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睦月４
３６３－
�－６２
�

松山市
睦月
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

睦月４
３６３－
�－６２
�

松山市
睦月
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

馬頭山
３６３－
�－６３
�

松山市
中島粟
井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

馬頭山
３６３－
�－６３
�

松山市
中島粟
井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

熊田５
３６３－
�－６４
�

松山市
熊田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

熊田５
３６３－
�－６４
�

松山市
熊田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

野怱那
７
３６３－
�－６５
�

松山市
野怱那
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

野怱那
７
３６３－
�－６５
�

松山市
野怱那
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

睦月１
３６３－
�－６７
�

松山市
睦月
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

睦月１
３６３－
�－６７
�

松山市
睦月
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

坊田２
号谷
２１１－
１２３７－
１

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

土石流 坊田２
号谷
２１１－
１２３７－
１

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

横谷谷
２１１－
１２５８

松山市
横谷
（次の
図のと
おり）

土石流 横谷谷
２１１－
１２５８

松山市
横谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

客川
２１１－
１２７６－
１

松山市
客
（次の
図のと
おり）

土石流 客川
２１１－
１２７６－
１

松山市
客
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

客川
２１１－
１２７６－
２

松山市
客
（次の
図のと
おり）

土石流 客川
２１１－
１２７６－
２

松山市
客
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

本谷５
号
２１１－
１２８３

松山市
本谷
（次の
図のと
おり）

土石流 本谷５
号
２１１－
１２８３

松山市
本谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

原２号
川
２１１－
２１１１

松山市
浅海原
（次の
図のと
おり）

土石流 原２号
川
２１１－
２１１１

松山市
浅海原
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

新城川
２１１－
２１１３

松山市
下難波
（次の
図のと
おり）

土石流 新城川
２１１－
２１１３

松山市
下難波
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

石風呂
３号谷
２１１－
２１１４－
２

松山市
下難波
（次の
図のと
おり）

土石流 石風呂
３号谷
２１１－
２１１４－
２

松山市
下難波
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

萩原１
号谷
２１１－
２１１６－
１

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流 萩原１
号谷
２１１－
２１１６－
１

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

萩原１
号谷
２１１－
２１１６－
２

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流 萩原１
号谷
２１１－
２１１６－
２

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

萩原１
号谷
２１１－
２１１６－
３

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流 萩原１
号谷
２１１－
２１１６－
３

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

萩原１
号谷
２１１－
２１１６－
４

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流 萩原１
号谷
２１１－
２１１６－
４

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

萩原１
号谷
２１１－
２１１６－
５

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流 萩原１
号谷
２１１－
２１１６－
５

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

萩原１
号谷
２１１－
２１１６－
７

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流 萩原１
号谷
２１１－
２１１６－
７

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

萩原１
号谷
２１１－
２１１６－
９

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流 萩原１
号谷
２１１－
２１１６－
９

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

萩原１
号谷
２１１－
２１１６－
１０

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流 萩原１
号谷
２１１－
２１１６－
１０

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

萩原１
号谷
２１１－
２１１６－
１１

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流 萩原１
号谷
２１１－
２１１６－
１１

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

萩原３
号谷
２１１－
２１１７－
１

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流 萩原３
号谷
２１１－
２１１７－
１

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

萩原３
号谷
２１１－
２１１７－
２

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流 萩原３
号谷
２１１－
２１１７－
２

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

萩原３
号谷
２１１－
２１１７－
３

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流 萩原３
号谷
２１１－
２１１７－
３

松山市
萩原
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

尾儀原
下川
２１１－
２１１８－
２

松山市
尾儀原
（次の
図のと
おり）

土石流 尾儀原
下川
２１１－
２１１８－
２

松山市
尾儀原
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

尾儀原
下川
２１１－
２１１８－
３

松山市
尾儀原
（次の
図のと
おり）

土石流 尾儀原
下川
２１１－
２１１８－
３

松山市
尾儀原
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

小山田
谷
２１１－
２１１９

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

土石流 小山田
谷
２１１－
２１１９

松山市
小山田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大遊寺
２号谷
２１１－
２１２１

松山市
猿川
（次の
図のと
おり）

土石流 大遊寺
２号谷
２１１－
２１２１

松山市
猿川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大遊寺
１号谷
２１１－
２１２２－
１

松山市
猿川
（次の
図のと
おり）

土石流 大遊寺
１号谷
２１１－
２１２２－
１

松山市
猿川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大遊寺
１号谷
２１１－
２１２２－
３

松山市
猿川
（次の
図のと
おり）

土石流 大遊寺
１号谷
２１１－
２１２２－
３

松山市
猿川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大遊寺
１号谷
２１１－
２１２２－
５

松山市
猿川
（次の
図のと
おり）

土石流 大遊寺
１号谷
２１１－
２１２２－
５

松山市
猿川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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大遊寺
１号谷
２１１－
２１２２－
６

松山市
猿川
（次の
図のと
おり）

土石流 大遊寺
１号谷
２１１－
２１２２－
６

松山市
猿川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

儀式６
号谷
２１１－
２１２３

松山市
儀式
（次の
図のと
おり）

土石流 儀式６
号谷
２１１－
２１２３

松山市
儀式
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

庄府２
号谷
２１１－
２１２８－
１

松山市
庄府
（次の
図のと
おり）

土石流 庄府２
号谷
２１１－
２１２８－
１

松山市
庄府
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

庄府２
号谷
２１１－
２１２８－
２

松山市
庄府
（次の
図のと
おり）

土石流 庄府２
号谷
２１１－
２１２８－
２

松山市
庄府
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

庄府３
号谷
２１１－
２１２９－
１

松山市
庄府
（次の
図のと
おり）

土石流 庄府３
号谷
２１１－
２１２９－
１

松山市
庄府
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

庄府３
号谷
２１１－
２１２９－
２

松山市
庄府
（次の
図のと
おり）

土石流 庄府３
号谷
２１１－
２１２９－
２

松山市
庄府
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

庄府３
号谷
２１１－
２１２９－
３

松山市
庄府
（次の
図のと
おり）

土石流 庄府３
号谷
２１１－
２１２９－
３

松山市
庄府
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

庄府１
号谷
２１１－
２１３１－
１

松山市
庄府
（次の
図のと
おり）

土石流 庄府１
号谷
２１１－
２１３１－
１

松山市
庄府
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

庄府１
号谷
２１１－
２１３１－
２

松山市
庄府
（次の
図のと
おり）

土石流 庄府１
号谷
２１１－
２１３１－
２

松山市
庄府
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

庄府１
号谷
２１１－
２１３１－
３

松山市
庄府
（次の
図のと
おり）

土石流 庄府１
号谷
２１１－
２１３１－
３

松山市
庄府
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

宝坂川
２１１－
２１３２－
１

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

土石流 宝坂川
２１１－
２１３２－
１

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

宝坂川
２１１－
２１３２－
２

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

土石流 宝坂川
２１１－
２１３２－
２

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

米之野
原川
２１１－
２１３３－
１

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

土石流 米之野
原川
２１１－
２１３３－
１

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

米之野
原川
２１１－
２１３３－
２

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

土石流 米之野
原川
２１１－
２１３３－
２

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

米之野
２号谷
２１１－
２１３４

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

土石流 米之野
２号谷
２１１－
２１３４

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

米之野
替森川
２１１－
２１３５

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

土石流 米之野
替森川
２１１－
２１３５

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

米之野
３号谷
２１１－
２１３６

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

土石流 米之野
３号谷
２１１－
２１３６

松山市
立岩米
之野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

間前川
２１１－
２１３７

松山市
立岩中
村
（次の
図のと
おり）

土石流 間前川
２１１－
２１３７

松山市
立岩中
村
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

田中川
２１１－
２１３８

松山市
立岩中
村
（次の
図のと
おり）

土石流 田中川
２１１－
２１３８

松山市
立岩中
村
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中村２
号谷
２１１－
２１３９

松山市
立岩中
村
（次の
図のと
おり）

土石流 中村２
号谷
２１１－
２１３９

松山市
立岩中
村
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大遊寺
５号谷
２１１－
２１４０

松山市
猿川
（次の
図のと
おり）

土石流 大遊寺
５号谷
２１１－
２１４０

松山市
猿川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

滝本２
号谷
２１１－
２１４２

松山市
滝本
（次の
図のと
おり）

土石流 滝本２
号谷
２１１－
２１４２

松山市
滝本
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

滝本１
号谷
２１１－
２１４３

松山市
滝本
（次の
図のと
おり）

土石流 滝本１
号谷
２１１－
２１４３

松山市
滝本
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

猪木３
号谷
２１１－
２１４４

松山市
猪木
（次の
図のと
おり）

土石流 猪木３
号谷
２１１－
２１４４

松山市
猪木
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

院内３
号谷
２１１－
２１４５－
１

松山市
院内
（次の
図のと
おり）

土石流 院内３
号谷
２１１－
２１４５－
１

松山市
院内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

院内３
号谷
２１１－
２１４５－
２

松山市
院内
（次の
図のと
おり）

土石流 院内３
号谷
２１１－
２１４５－
２

松山市
院内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

猪木２
号谷
２１１－
２１４６－
１

松山市
猪木
（次の
図のと
おり）

土石流 猪木２
号谷
２１１－
２１４６－
１

松山市
猪木
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

猪木２
号谷
２１１－
２１４６－
２

松山市
猪木
（次の
図のと
おり）

土石流 猪木２
号谷
２１１－
２１４６－
２

松山市
猪木
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

院内川
２１１－
２１４７

松山市
猪木
（次の
図のと
おり）

土石流 院内川
２１１－
２１４７

松山市
猪木
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

院内５
号谷
２１１－
２１４８

松山市
院内
（次の
図のと
おり）

土石流 院内５
号谷
２１１－
２１４８

松山市
院内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

院内４
号谷
２１１－
２１４９－
１

松山市
院内
（次の
図のと
おり）

土石流 院内４
号谷
２１１－
２１４９－
１

松山市
院内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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院内４
号谷
２１１－
２１４９－
２

松山市
院内
（次の
図のと
おり）

土石流 院内４
号谷
２１１－
２１４９－
２

松山市
院内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

院内４
号谷
２１１－
２１４９－
４

松山市
院内
（次の
図のと
おり）

土石流 院内４
号谷
２１１－
２１４９－
４

松山市
院内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

院内４
号谷
２１１－
２１４９－
５

松山市
院内
（次の
図のと
おり）

土石流 院内４
号谷
２１１－
２１４９－
５

松山市
院内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

牛谷川
２１１－
２１５０

松山市
牛谷
（次の
図のと
おり）

土石流 牛谷川
２１１－
２１５０

松山市
牛谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

麓谷
２１１－
２１５１

松山市
麓・平
林
（次の
図のと
おり）

土石流 麓谷
２１１－
２１５１

松山市
麓・平
林
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

客１号
谷
２１１－
２１５３－
２

松山市
客
（次の
図のと
おり）

土石流 客１号
谷
２１１－
２１５３－
２

松山市
客
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西谷３
号
２１１－
２１５４－
１

松山市
西谷
（次の
図のと
おり）

土石流 西谷３
号
２１１－
２１５４－
１

松山市
西谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西谷３
号
２１１－
２１５４－
３

松山市
西谷
（次の
図のと
おり）

土石流 西谷３
号
２１１－
２１５４－
３

松山市
西谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西谷３
号
２１１－
２１５４－
４

松山市
西谷
（次の
図のと
おり）

土石流 西谷３
号
２１１－
２１５４－
４

松山市
西谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

本谷４
号
２１１－
２１５５

松山市
本谷
（次の
図のと
おり）

土石流 本谷４
号
２１１－
２１５５

松山市
本谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

九川谷
２１１－
２１５６

松山市
九川
（次の
図のと
おり）

土石流 九川谷
２１１－
２１５６

松山市
九川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大浦４
号谷
２１１－
Ｊ０３８
－２

松山市
大浦
（次の
図のと
おり）

土石流 大浦４
号谷
２１１－
Ｊ０３８
－２

松山市
大浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下難波
３号谷
２１１－
Ｊ０４０
－１

松山市
下難波
（次の
図のと
おり）

土石流 下難波
３号谷
２１１－
Ｊ０４０
－１

松山市
下難波
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下難波
３号谷
２１１－
Ｊ０４０
－２

松山市
下難波
（次の
図のと
おり）

土石流 下難波
３号谷
２１１－
Ｊ０４０
－２

松山市
下難波
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下難波
３号谷
２１１－
Ｊ０４０
－４

松山市
下難波
（次の
図のと
おり）

土石流 下難波
３号谷
２１１－
Ｊ０４０
－４

松山市
下難波
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

阿部ヶ
谷
２１１－
Ｊ０４１

松山市
院内・
高田
（次の
図のと
おり）

土石流 阿部ヶ
谷
２１１－
Ｊ０４１

松山市
院内・
高田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上難波
２号谷
２１１－
Ｊ０４２

松山市
上難波
（次の
図のと
おり）

土石流 上難波
２号谷
２１１－
Ｊ０４２

松山市
上難波
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

安岡谷
２１１－
Ｊ０４３

松山市
安岡
（次の
図のと
おり）

土石流 安岡谷
２１１－
Ｊ０４３

松山市
安岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中村川
３６３－
１３２１

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

土石流 中村川
３６３－
１３２１

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

シリナ
シ川
３６３－
１３２４

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

土石流 シリナ
シ川
３６３－
１３２４

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

天神川
３６３－
１３３３－
１

松山市
宮野
（次の
図のと
おり）

土石流 天神川
３６３－
１３３３－
１

松山市
宮野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

天神川
３６３－
１３３３－
２

松山市
宮野
（次の
図のと
おり）

土石流 天神川
３６３－
１３３３－
２

松山市
宮野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

キョウ
メン川
３６３－
１３４０

松山市
神浦
（次の
図のと
おり）

土石流 キョウ
メン川
３６３－
１３４０

松山市
神浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

岡ノ川
３６３－
１３４１－
１

松山市
宇和間
（次の
図のと
おり）

土石流 岡ノ川
３６３－
１３４１－
１

松山市
宇和間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

岡ノ川
３６３－
１３４１－
２

松山市
宇和間
（次の
図のと
おり）

土石流 岡ノ川
３６３－
１３４１－
２

松山市
宇和間
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大川
３６３－
１３４３－
１

松山市
熊田
（次の
図のと
おり）

土石流 大川
３６３－
１３４３－
１

松山市
熊田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大川
３６３－
１３４３－
２

松山市
熊田
（次の
図のと
おり）

土石流 大川
３６３－
１３４３－
２

松山市
熊田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

長畑川
３６３－
１３４６－
１

松山市
吉木
（次の
図のと
おり）

土石流 長畑川
３６３－
１３４６－
１

松山市
吉木
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

長畑川
３６３－
１３４６－
２

松山市
吉木
（次の
図のと
おり）

土石流 長畑川
３６３－
１３４６－
２

松山市
吉木
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大谷
３６３－
１３４７－
１

松山市
吉木
（次の
図のと
おり）

土石流 大谷
３６３－
１３４７－
１

松山市
吉木
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大谷
３６３－
１３４７－
２

松山市
吉木
（次の
図のと
おり）

土石流 大谷
３６３－
１３４７－
２

松山市
吉木
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大谷
３６３－
１３４７－
３

松山市
吉木
（次の
図のと
おり）

土石流 大谷
３６３－
１３４７－
３

松山市
吉木
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

愛 媛 県 報令和元年８月２０日 第３１号
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大谷
３６３－
１３４７－
４

松山市
吉木
（次の
図のと
おり）

土石流 大谷
３６３－
１３４７－
４

松山市
吉木
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西栄川
３６３－
１３４９－
１

松山市
饒・吉
木
（次の
図のと
おり）

土石流 西栄川
３６３－
１３４９－
１

松山市
饒・吉
木
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西栄川
３６３－
１３４９－
２

松山市
饒・吉
木
（次の
図のと
おり）

土石流 西栄川
３６３－
１３４９－
２

松山市
饒・吉
木
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西栄川
３６３－
１３４９－
３

松山市
饒・吉
木
（次の
図のと
おり）

土石流 西栄川
３６３－
１３４９－
３

松山市
饒・吉
木
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

日ノ浦
川
３６３－
１３５０

松山市
饒
（次の
図のと
おり）

土石流 日ノ浦
川
３６３－
１３５０

松山市
饒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

坂の奥
川
３６３－
１３５２

松山市
饒
（次の
図のと
おり）

土石流 坂の奥
川
３６３－
１３５２

松山市
饒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

本 郷
川、黒
岩川
３６３－
１３５３－
２

松山市
畑里
（次の
図のと
おり）

土石流 本 郷
川、黒
岩川
３６３－
１３５３－
２

松山市
畑里
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

流谷川
３６３－
１３７４

松山市
元怒和
（次の
図のと
おり）

土石流 流谷川
３６３－
１３７４

松山市
元怒和
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大�保
川
３６３－
１３７５－
１

松山市
元怒和
（次の
図のと
おり）

土石流 大�保
川
３６３－
１３７５－
１

松山市
元怒和
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

クリヤ
川
３６３－
２１９２－
１

松山市
中島粟
井
（次の
図のと
おり）

土石流 クリヤ
川
３６３－
２１９２－
１

松山市
中島粟
井
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

クリヤ
川
３６３－
２１９２－
２

松山市
中島粟
井
（次の
図のと
おり）

土石流 クリヤ
川
３６３－
２１９２－
２

松山市
中島粟
井
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

サコダ
川
３６３－
２１９４－
２

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

土石流 サコダ
川
３６３－
２１９４－
２

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

流内川
３６３－
２１９５－
１

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

土石流 流内川
３６３－
２１９５－
１

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

流内川
３６３－
２１９５－
２

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

土石流 流内川
３６３－
２１９５－
２

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

流内川
３６３－
２１９５－
３

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

土石流 流内川
３６３－
２１９５－
３

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

�主神
川
３６３－
２１９６

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

土石流 �主神
川
３６３－
２１９６

松山市
中島大
浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

奥池川
３６３－
２１９８－
２

松山市
長師
（次の
図のと
おり）

土石流 奥池川
３６３－
２１９８－
２

松山市
長師
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

昭和池
川
３６３－
２１９９－
１

松山市
長師
（次の
図のと
おり）

土石流 昭和池
川
３６３－
２１９９－
１

松山市
長師
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

昭和池
川
３６３－
２１９９－
２

松山市
長師
（次の
図のと
おり）

土石流 昭和池
川
３６３－
２１９９－
２

松山市
長師
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

ヲナガ
シ川
３６３－
２２００－
１

松山市
宮野
（次の
図のと
おり）

土石流 ヲナガ
シ川
３６３－
２２００－
１

松山市
宮野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

ヲナガ
シ川
３６３－
２２００－
２

松山市
宮野
（次の
図のと
おり）

土石流 ヲナガ
シ川
３６３－
２２００－
２

松山市
宮野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

タケノ
ウエ川
３６３－
２２０１

松山市
宮野
（次の
図のと
おり）

土石流 タケノ
ウエ川
３６３－
２２０１

松山市
宮野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大�保
川�
３６３－
２２０２－
１

松山市
宮野
（次の
図のと
おり）

土石流 大�保
川�
３６３－
２２０２－
１

松山市
宮野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大�保
川�
３６３－
２２０２－
２

松山市
宮野
（次の
図のと
おり）

土石流 大�保
川�
３６３－
２２０２－
２

松山市
宮野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

コヲト
ノヲク
川
３６３－
２２０４

松山市
神浦
（次の
図のと
おり）

土石流 コヲト
ノヲク
川
３６３－
２２０４

松山市
神浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

カゲノ
ヲク川
３６３－
２２０５－
２

松山市
神浦
（次の
図のと
おり）

土石流 カゲノ
ヲク川
３６３－
２２０５－
２

松山市
神浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

寺ヶ市
谷
３６３－
２２０７

松山市
吉木
（次の
図のと
おり）

土石流 寺ヶ市
谷
３６３－
２２０７

松山市
吉木
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

サコ谷
３６３－
２２０８－
１

松山市
饒・吉
木
（次の
図のと
おり）

土石流 サコ谷
３６３－
２２０８－
１

松山市
饒・吉
木
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

サコ谷
３６３－
２２０８－
２

松山市
饒・吉
木
（次の
図のと
おり）

土石流 サコ谷
３６３－
２２０８－
２

松山市
饒・吉
木
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

畑里１
号谷
３６３－
２２０９

松山市
畑里
（次の
図のと
おり）

土石流 畑里１
号谷
３６３－
２２０９

松山市
畑里
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

半ノ田
川
３６３－
２２１０

松山市
畑里
（次の
図のと
おり）

土石流 半ノ田
川
３６３－
２２１０

松山市
畑里
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

中予地方局建設部及び松山市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第４４６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市周布開田土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

令和元年８月２０日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４４７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市喜多台土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和元年８月２０日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

就 任

退 任

畑里２
号谷
３６３－
２２１１－
２

松山市
畑里
（次の
図のと
おり）

土石流 畑里２
号谷
３６３－
２２１１－
２

松山市
畑里
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

畑里２
号谷
３６３－
２２１１－
３

松山市
畑里
（次の
図のと
おり）

土石流 畑里２
号谷
３６３－
２２１１－
３

松山市
畑里
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

カゲ１
号谷
３６３－
２２１２

松山市
二神
（次の
図のと
おり）

土石流 カゲ１
号谷
３６３－
２２１２

松山市
二神
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

シャノ
キ谷
３６３－
２２１３

松山市
上怒和
（次の
図のと
おり）

土石流 シャノ
キ谷
３６３－
２２１３

松山市
上怒和
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大�保
川�
３６３－
２２１４

松山市
上怒和
（次の
図のと
おり）

土石流 大�保
川�
３６３－
２２１４

松山市
上怒和
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

村ノ内
４号谷
３６３－
２２１５

松山市
上怒和
（次の
図のと
おり）

土石流 村ノ内
４号谷
３６３－
２２１５

松山市
上怒和
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

小原谷
�
３６３－
２２１６

松山市
元怒和
（次の
図のと
おり）

土石流 小原谷
�
３６３－
２２１６

松山市
元怒和
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

小原谷
�
３６３－
２２１７

松山市
元怒和
（次の
図のと
おり）

土石流 小原谷
�
３６３－
２２１７

松山市
元怒和
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 中 路 芳 正 西条市喜多台７６番地

〃 中 川 英 隆 西条市喜多台９２番地

〃 渡 部 宏 憲 西条市喜多台７８番地

〃 秋 川 隆 幸 西条市国安３５４番地９

〃 中 路 市 郎 西条市喜多台２４０番地

監 事 中 路 博 西条市喜多台２２７番地２

〃 中 川 伸 之 西条市喜多台３８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 中 路 芳 正 西条市喜多台７６番地

〃 中 川 英 隆 西条市喜多台９２番地

〃 中 川 伸 之 西条市喜多台３８番地

〃 秋 川 隆 幸 西条市国安３５４番地９

〃 中 路 市 郎 西条市喜多台２４０番地

監 事 中 路 博 西条市喜多台２２７番地２

〃 越 智 和 男 西条市喜多台６１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 三 宅 収 西条市吉田２４９番地

〃 宇佐美 政 夫 西条市吉田１２９０番地２

〃 眞 田 吉 幸 西条市吉田３７１番地

〃 一 色 宣 征 西条市周布１５９１番地

〃 河 淵 仁 西条市周布１４９４番地８

〃 豊 嶋 祥一郎 西条市北条１４９０番地１

〃 寺 田 幸 雄 西条市石田２０３番地４

〃 福 田 容 造 西条市丹原町田野上方１１３番地２

〃 一 色 康 浩 西条市吉田３４７番地

〃 越 智 道 博 西条市吉田４９１番地

〃 佐 山 弘 保 西条市吉田１４８７番地

〃 越 智 康 博 西条市吉田６２８番地１

〃 越 智 富 夫 西条市吉田５６３番地

〃 伊 藤 博 西条市周布１８０番地２

〃 兼 井 光 範 西条市丹原町田野上方２０２番地

監 事 近 藤 通 利 西条市吉田６０１番地１

〃 真 田 洋 子 西条市吉田６６９番地３

監 事 越 智 勝 治 西条市吉田６５７番地５

〃 青 野 栄 一 西条市吉田５１３番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 三 宅 収 西条市吉田２４９番地

〃 宇佐美 政 夫 西条市吉田１２９０番地２

〃 眞 田 吉 幸 西条市吉田３７１番地

〃 一 色 宣 征 西条市周布１５９１番地

〃 河 淵 仁 西条市周布１４９４番地８

〃 豊 嶋 祥一郎 西条市北条１４９０番地１

〃 寺 田 幸 雄 西条市石田２０３番地４

〃 福 田 容 造 西条市丹原町田野上方１１３番地２

〃 越 智 道 博 西条市吉田４９１番地

〃 佐 山 弘 保 西条市吉田１４８７番地

〃 越 智 康 博 西条市吉田６２８番地１

〃 越 智 富 夫 西条市吉田５６３番地

〃 伊 藤 博 西条市周布１８０番地２

〃 兼 井 光 範 西条市丹原町田野上方２０２番地

〃 日 野 勉 西条市吉田３３９番地

愛 媛 県 報令和元年８月２０日 第３１号
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�愛媛県告示第４４８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

今治市蒼社川土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和元年８月２０日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４４９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市北条土地改良区の定款の変更を認可した。

令和元年８月２０日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

�������
�愛媛県告示第４５０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松前町筒井土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和元年８月２０日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

就 任

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 常 盤 勝 利 伊予郡松前町大字筒井２５８

〃 大 淵 康 高 伊予郡松前町大字筒井１８６９

〃 石 丸 敏 彦 伊予郡松前町大字筒井２６２－１

〃 早 崎 信 行 伊予郡松前町大字筒井１８１４

〃 門 田 守 弘 伊予郡松前町大字筒井１６９

〃 仙 波 俊 彦 伊予郡松前町大字筒井２２０

〃 赤 星 文 人 伊予郡松前町大字筒井１０－２

〃 石 丸 正 明 伊予郡松前町大字筒井２３１－３

〃 中 島 正 直 伊予郡松前町大字筒井２５７

〃 豊 田 年 秋 伊予郡松前町大字筒井２７６－１

監 事 一 色 正 人 伊予郡松前町大字筒井３９５－２

〃 國 田 郁 夫 伊予郡松前町大字筒井１７５

〃 仙 波 洋 一 今治市小泉１丁目６番１３号

〃 宇 � � 敏 今治市馬越町３丁目１番７号

〃 小 川 真 弘 今治市片山１丁目１番１号

〃 谷 口 尚 温 今治市山路２９２番地

〃 長 島 清 志 今治市大正町７丁目１番３号

〃 土 岐 辰 紀 今治市高地町２丁目甲２１２１番地１

〃 玉 井 榮 治 今治市南日吉町３丁目１番７号

〃 上 田 忠 今治市美須賀町２丁目３番地の１

〃 田 窪 憲 二 今治市山方町２丁目甲１１５２番地

〃 岡 田 公 一 今治市石井町３丁目５番６８号

〃 矢 野 丈 一 今治市石井町３丁目２番１４号

〃 砂 田 虎 善 今治市八町西５丁目１番２６号

〃 近 本 � 信 今治市辻堂２丁目３番４７号

〃 石 川 博 今治市郷本町１丁目１番２２号

〃 櫛 部 和 彦 今治市南高下町１丁目１番２４号

〃 小 川 顯一郎 今治市土橋町１丁目６番３号

監 事 秋 山 浩 二 今治市上徳甲４９４番地２

〃 友 澤 和 郎 今治市小泉２丁目９番１２号

〃 真 木 崇 今治市北日吉町２丁目２番４０号

〃 岡 林 興 通 今治市郷新屋敷町３丁目１番１８号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 砂 原 � � 今治市東村３丁目２番３０号

〃 越 智 米 明 今治市上徳甲４５７番地１

〃 永 井 豊 今治市松木６番地の６

〃 近 藤 徹 也 今治市喜田村４丁目１３番３５号

〃 橘 常 雄 今治市五十嵐甲４０９－６

〃 白 石 � 尚 今治市四村８６番地

〃 藤 本 賢 二 今治市徳重２５９番地４

〃 宇 � 宜 彦 今治市中寺６４６番地

〃 本 宮 成 長 今治市中寺１５９番地２

〃 阿 部 邦 夫 今治市新谷甲１１１３番地

〃 阿 部 豊 今治市玉川町小鴨部甲３５５番地

〃 越 智 博 正 今治市高橋甲７２３番地５

〃 高 尾 健 次 今治市高橋甲１６４番地

〃 越 智 寅 夫 今治市高橋甲１２２１番地３

〃 長 野 幸 造 今治市別名７２１番地の１

〃 川 原 保 今治市別名１４３番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 河 上 和 則 今治市東村２丁目１番２５号

〃 近 藤 徹 也 今治市喜田村４丁目１３番３５号

〃 白 石 通 今治市松木４４番地の１

〃 越 智 米 明 今治市上徳甲４５７番地１

〃 白 石 � 尚 今治市四村８６番地

〃 渡 邉 淳 今治市中寺６５３番地

〃 阿 部 邦 夫 今治市新谷甲１１１３番地

〃 越 智 � 弘 今治市玉川町小鴨部甲３６１番地

〃 高 尾 健 次 今治市高橋甲１６４番地

〃 長 野 英 雄 今治市別名６９９番地１

〃 仙 波 洋 一 今治市小泉１丁目６番１３号

〃 越 智 正 博 今治市片山２丁目１０番１６号

〃 宇 � � 敏 今治市馬越町３丁目１番７号

〃 谷 口 尚 温 今治市山路２９２番地

〃 玉 井 榮 治 今治市南日吉町３丁目１番７号

〃 上 田 忠 今治市美須賀町２丁目３番地の１

〃 長 島 清 志 今治市大正町７丁目１番３号

〃 矢 野 丈 一 今治市石井町３丁目２番１４号

〃 砂 田 虎 善 今治市八町西５丁目１番２６号

〃 近 本 � 信 今治市辻堂２丁目３番４７号

〃 渡 邊 一 利 今治市横田町１丁目８番１５号

監 事 秋 山 浩 二 今治市上徳甲４９４番地２

〃 渡 邉 � 人 今治市高橋甲１６３４番地

〃 岡 林 興 通 今治市郷新屋敷町３丁目１番１８号

〃 佐 伯 洋 一 今治市大正町４丁目３番５号

愛 媛 県 報令和元年８月２０日 第３１号
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�愛媛県告示第４５１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和元年８月２０日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�愛媛県告示第４５２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和元年８月２０日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�愛媛県告示第４５３号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

令和元年８月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４５４号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

令和元年８月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 常 盤 勝 利 伊予郡松前町大字筒井２５８

〃 大 淵 康 高 伊予郡松前町大字筒井１８６９

〃 石 丸 敏 彦 伊予郡松前町大字筒井２６２－１

〃 早 崎 信 行 伊予郡松前町大字筒井１８１４

〃 門 田 守 弘 伊予郡松前町大字筒井１６９

〃 古 川 義 臣 伊予郡松前町大字筒井１７４

〃 古 川 泉 伊予郡松前町大字筒井２２２

〃 石 丸 正 明 伊予郡松前町大字筒井２３１－３

〃 一 色 正 人 伊予郡松前町大字筒井３９５－２

〃 持 田 芳 経 伊予郡松前町大字筒井１０－２

監 事 仙 波 俊 彦 伊予郡松前町大字筒井２２０

〃 國 田 郁 夫 伊予郡松前町大字筒井１７５

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

元中局建（開）第２２号

令和元年８月８日

伊予市下吾川字南西原１５８６番２、１５８６番７、１５８７番１、１５８８番１、１５８８番

２、１５９６番６、１５８８番１地先農道、１５８８番２地先農道

松山市井門町３７３番地１

株式会社 上浮穴エム・シー

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

元中局建（開）第２３号

令和元年８月８日
伊予郡松前町大字鶴吉字西之前５２４番５

松山市畑寺１丁目４番３８号

プランドール門屋Ａ２０１号

水 口 祐 誠

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢体不自由、ぼうこう又は直腸・
小腸機能障害 外 科 愛媛県立今治病院 宇都宮 大 地 今治市石井町４丁目５番５号 令和

元年８月１日

肝 臓 機 能 障 害 内 科 泉 川 診 療 所 吉 田 克 己 新居浜市瀬戸町１－２ 令和
元年８月１日

肢体不自由、心臓・呼吸器機能
障害 小 児 科 市立八幡浜総合病院 渡 部 竜 助 八幡浜市大平１番耕地６３８番地 令和

元年８月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

村 上 雅 博 公立学校共済組合四国中央病
院 四国中央市川之江町２２３３番地 西 条 中 央 病 院 西条市朔日市８０４ 令和元年

７月１日

愛 媛 県 報令和元年８月２０日 第３１号
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和元年８月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

ＩＣ免許証記載事項変更装置の借入れ

� 借入物品名及び数量

ＩＣ免許証記載事項変更装置一式（ハードウェア一式、ソフ

トウェア一式、業務アプリケーション一式、搬入・据付け・配

線・調整等一式を含む。）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

令和２年１月１日から令和６年１２月３１日まで

� 借入場所

入札説明書及び仕様書による。

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について、平成２９・３０・

３１年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有す

ると認められた業者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

�愛媛県告示第４５５号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

令和元年８月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４５６号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

令和元年８月２０日

愛媛県南予地方局長 大 北 秀

�愛媛県告示第４５７号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和元年８月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢 体 不 自 由
内科、リハビ
リテーション
科

伊 予 病 院 奥 村 淳 子 伊予市八倉９０６番地５ 令和
元年７月９日

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０４０００４９ 新愛商事株式会社 愛媛県八幡浜市五反田
１番耕地１０５０番地 上 村 容志枝 放課後等デイ

サービス
放課後等デイサービス
事業所めだかミニスク
ール

愛媛県八幡浜市江戸岡
一丁目４番１２号

令和元年
７月２３日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１）第１７３７０号 令和元年
８月６日 坂本工業� 坂本 二郎 大洲市徳森２４１３－１４ 令和元年

７月９日
石工事業
鋼構造物工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２８）第７６４７号 平成２８年
５月２５日 松本建設� 松本 知也 大洲市北只１１６－２ 令和元年

７月１１日 塗装工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２７）第３７０７号 平成２７年
１２月２８日 ミヨシ装飾 三好 和男 宇和島市恵美須町１－２

－３
令和元年
７月３０日 内装仕上工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報令和元年８月２０日 第３１号
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３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課調度第二係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０

� 入札書の受領期限

令和元年９月３０日（月）午後１時３０分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和元年９月３０日（月）午後１時３０分

愛媛県警察本部２階 聴聞室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類を、提出しなければなら

ない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 事前提出書類の受領期限

公告の日から令和元年９月２４日（火）午後５時１５分まで。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased：Apparatus

to change information of IC―chip Driver’s license，１ set

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，３０，September，２０１９

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０

令和元年８月２０日 発行

愛 媛 県 報令和元年８月２０日 第３１号

３５０


